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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

回次
第52期

第１四半期連結
累計期間

第53期
第１四半期連結
累計期間

第52期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（百万円） 6,068 10,960 26,244

経常利益（百万円） 808 4,211 4,930

四半期（当期）純利益（百万円） 593 3,206 5,635

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
171 3,562 6,848

純資産額（百万円） 26,778 37,110 33,645

総資産額（百万円） 31,077 42,223 38,661

１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円）
42.16 222.20 397.69

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
41.65 218.51 391.24

自己資本比率（％） 85.2 87.6 86.6

（注）１．　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．　売上高には、消費税等は含んでおりません。
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２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）の事業内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

　

２【経営上の重要な契約等】

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1）業績の状況

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、欧州で深刻な内需の低迷による景気後退が長期化したことに加

え、中国をはじめとする新興国も景気減速の兆しが明らかとなりました。一方で米国経済は、住宅市況の底入れを契

機に、株価の上昇、大型車を中心とする自動車販売の増加など着実に回復しました。 

わが国経済は、政府や日銀の政策効果、円安、株高に加え、堅調な米国経済に支えられて輸出や生産が上向き、景気

の持ち直しが鮮明となりました。 

当社グル―プが関連する電子部品業界におきましては、半導体関連は世界的に市場が緩やかに回復、自動車販売

も米国を中心に伸長し、LED光源液晶テレビの需要も低コスト化のニーズの高まりとともに引き続き伸長しました。

このような状況の中、当社グループは、基幹事業であるエンプラ事業は収益性の向上、成長市場であるアジアでの

受注強化、半導体機器事業は新しいソリューションの創出、グローバル顧客サポート体制の拡充、オプト事業では

LED用拡散レンズの拡販によるディスプレイ業界における確固たる地位の確立を目指すべく、①新製品・新領域へ

の挑戦による成長の実現 ②強い事業、持続可能な事業の裏付けとなる要素技術及び技術理論の確立を目指した先

端技術の追求 ③グローバルベースで迅速で効果的な経営判断を可能とするグローバル経営基盤の強化を今期の経

営課題と捉え積極的に取り組んでまいりました。 

この結果、当第１四半期の連結売上高は10,960百万円（前年同期比80.6％増）となり、収益面におきましても、連

結営業利益は4,093百万円（前年同期比389.6％増）、為替差益による利益の押し上げにより連結経常利益は4,211

百万円（前年同期比421.2％増）となり、連結四半期純利益は3,206百万円（前年同期比440.4％増）となりました。

 

　

各セグメントの業績は次のとおりであります。 　

　

「エンプラ事業」 

　当社主力製品であるプリンター用部品及び自動車用部品は、米国、アジアにおいて堅調に推移しました。特に、景気

回復の追い風の下、米国での自動車部品販売が増加しました。受注増加による操業度の向上と国内及び海外での継

続的なコスト低減活動による原価低減効果もあり、当第１四半期の連結売上高は3,037百万円（前年同期比8.3％

増）、セグメント営業利益は、146百万円（前年同期は86百万円のセグメント営業損失）となりました。

　

「半導体機器事業」 

　世界的な半導体市場の回復基調の下、車載、CPU向けバーンインソケットの受注が増加しました。これに継続的な海

外調達拡大と円安効果による原価低減も加わり、当第１四半期の連結売上高は1,698百万円（前年同期比27.0％

増）、セグメント営業利益は347百万円（前年同期比160.7％増）となりました。 

　

「オプト事業」 

　主力のLED用拡散レンズは、引き続き、LED光源液晶テレビの中でもコストメリットのある光源直下型タイプの採用

が進んだことにより、当社レンズの販売も増加しました。この結果、当第１四半期の連結売上高は6,224百万円（前

年同期比223.1％増）、セグメント営業利益は3,600百万円（前年同期比355.9％増）となりました。 
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(2）財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は42,223百万円となり、前連結会計年度末比3,561百万円の増加と

なりました。流動資産につきましては3,386百万円増加しました。主な変動要因は現金及び預金で1,724百万円、受取

手形及び売掛金で1,003百万円、有価証券で800百万円増加したことによるものです。固定資産につきましては175百

万円増加しました。主な変動要因は有形固定資産で81百万円、投資その他の資産で102百万円増加したことによるも

のです。 

負債は5,112百万円となり、前連結会計年度末比で96百万円の増加となりました。流動負債につきましては92百万

円増加しました。主な変動要因は賞与引当金が190百万円、役員賞与引当金が97百万円、未払法人税等が125百万円減

少したものの、買掛金が161百万円、その他流動負債が344百万円増加したことによるものです。固定負債につきまし

ては4百万円増加しました。主な変動要因は長期借入金で49百万円減少したものの、その他固定負債で52百万円増加

したことによるものです。 

純資産は37,110百万円となり、前連結会計年度末比3,465百万円の増加となりました。主な変動要因は利益剰余金

で2,918百万円、為替換算調整勘定で332百万円増加したことによるものです。その結果、当第１四半期連結会計期間

末の自己資本比率は87.6％となり、前連結会計年度末比で1.0％増加しております。 

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社

法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

　

１. 株式会社の支配に関する基本方針

　当社の株式は金融商品取引所に上場されていることから、市場における当社株式の自由な取引が認められてい

る以上、特定の者による当社株式の大量の買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上

に資するものであれば一概にこれを否定するものではありません。また、最終的には株式の大量買付提案に応じ

るか否かは株主の皆様の意思に基づき行われるべきだと考えております。 

　しかし、株式の大量買付提案の中には、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するものや、当社の企業

価値を十分に反映しているとは言えないもの、株主の皆様が最終的な決定をされるために必要かつ十分な情報が

提供されないもの、あるいは株主の皆様に対して当社株式の売却を事実上強要するおそれのあるものも想定され

ます。当社は、そのような提案に対して、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な

時間や情報の確保、株式の大量買付提案をする者との交渉などを行う必要があると考えています。そこで当社は、

平成24年６月28日開催の第51回定時株主総会において、株主の皆様のご承認の下、平成21年に導入致しました当

社株式等の大量買付行為に関する対応策（以下「本対応策」といいます。）を更新させていただきました。 

　本対応策は、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の

企業価値・株主共同の利益を毀損する株式の大量買付提案を抑止するために、当社株式に対する大量買付が行わ

れる際には、当社取締役会が株主の皆様が当該大量買付提案に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や

時間を確保すること、当社取締役会からの代替案の提示や株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能

とすることを目的としています。

 

２. 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

　当社は、企業理念のとおり、エンジニアリングプラスチックで培った先進技術をもとに、さらに最先端技術を追

求し、創造的価値を世界市場に提供しており、①エンジニアリングプラスチック部品の設計、加工、評価を含めた

トータルな生産技術力、②エンプラ、光学、半導体など多様な事業展開を可能にする開発力、③グローバルでの顧

客対応力、④強固な財務基盤を強みとしております。 

　当社は、生産工場の統合、海外生産拠点の新たな立ち上げ、今後成長が見込まれる事業への積極的な展開など、将

来の収益機会を取り組むべく諸施策を実施してきました。さらに、当社の事業基盤を構成する顧客基盤、ものづく

り基盤、創造基盤、品質基盤のさらなる強化を図るとともに、これらの活動を可能にする財務基盤も強化すること

により、ビジネスの拡大を進めてまいります。 

　また、当社は、コーポレートガバナンスの強化を経営の重要課題の一つと位置付け、経営の透明性の向上と監督

機能の強化に積極的に取り組んでおります。 

 

EDINET提出書類

株式会社エンプラス(E02390)

四半期報告書

 5/20



３. 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み

(1) 本対応策に係る手続

① 対象となる大量買付行為 

　本対応策は、(ⅰ) 当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付け、また

は(ⅱ) 当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の

株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付けに該当する当社株式等の買付けまたはこれらに類似する行

為（ただし、当社取締役会が承認したものを除き、当該行為を、以下「大量買付行為」といい、大量買付行為を行

いまたは行おうとする者を「大量買付者」といいます。）がなされる場合を適用対象とします。 

② 買付意向表明書の提出 

　大量買付者は、大量買付行為に先立ち、本対応策に定める手続を遵守する旨の誓約文言等を含む書面（以下「買

付意向表明書」といいます。）を当社取締役会に対して提出していただきます。 

③ 必要情報の提供 

　当社に買付意向表明書を提出した大量買付者には、当社が買付意向表明書を受領した日から10営業日以内に、大

量買付者から当初提出していただくべき情報（以下「本必要情報」といいます。）を記載したリスト（以下「情

報リスト」といいます。）を大量買付者に対して交付します。情報リストに従い大量買付者から提供された情報

が株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断

する場合には、適宜回答期限を定めた上で当社取締役会が別途請求する追加の情報を大量買付者から提供してい

ただきます。この場合、最初の情報提供要請を大量買付者に対して行った日から起算して60日を上限として、大量

買付者に対して情報提供を要請します。 

④ 取締役会における評価期間 

　当社取締役会は、大量買付者による本必要情報の提供が完了した後、大量買付行為の評価の難易度等に応じて、

(ⅰ) 現金（円貨）のみを対価とする当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には60日間、または(ⅱ) その

他の大量買付行為の場合には90日間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための

期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。当社取締役会は、取締役会評価期間内におい

て、必要に応じて当社取締役会から独立した第三者(弁護士、公認会計士、フィナンシャルアドバイザー、コンサル

タントその他の専門家を含む。以下「外部専門家」といいます。）の助言を得ることができ、大量買付者から提供

された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、大量買付

者による大量買付行為の内容の検討等を行うものとします。大量買付者は、取締役会評価期間が終了するまで大

量買付行為を開始することができないものとします。 

⑤ 株主意思の確認手続 

　当社取締役会は、対抗措置の発動について株主総会の決議を得ることが相当であると判断した場合には、対抗措

置の発動についての承認を議案とする株主総会の招集手続きを速やかに実施するものとします。株主総会におい

て対抗措置の発動または不発動について決議された場合、当社取締役会は、当該株主総会の決議に従い対抗措置

の発動または不発動の決議を行うものとします。当該株主総会で対抗措置を発動することが否決された場合に

は、当社取締役会は対抗措置を発動いたしません。大量買付者は、当社取締役会が株主総会を開催することを決定

した場合には、当該株主総会終結時まで、大量買付行為を開始することができないものとします。 

⑥ 対抗措置の発動の要件 

　当社取締役会は当社の企業価値・株主共同の利益を確保することを目的に、大量買付者による大量買付行為が

(ⅰ) 大量買付者が本対応策に定める手続を遵守しなかった場合、または (ⅱ) 株主総会において対抗措置の発

動について決議された場合には対抗措置の発動を行い大量買付行為に対抗する場合があります。

 

(2) 対抗措置の中止または発動の停止

　本対応策における当社取締役会が発動する対抗措置としては、新株予約権（以下「本新株予約権」といいま

す。）の無償割当て、会社法その他の法律及び当社定款が認めるその他の対抗措置を用いることもあります。 

　当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、(i)大量買付者が大量買付行為を中止

した場合または(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企

業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと考えら

れる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止または発動の停止を決議するものとします。 
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(3) 本対応策の有効期限、廃止及び変更 

　本対応策の有効期限は、第51回定時株主総会の終結時より、平成27年６月開催予定の当社定時株主総会終結の時

までとしています。 

　ただし、かかる有効期限の満了前であっても、当社の株主総会において本対応策の廃止の決議がなされた場合、

または当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本対応策の廃止の決議がなされた場合

には、本対応策はその時点で廃止されるものとします。

 

(4) 株主及び投資家の皆様への影響 

　本対応策の導入時には、本新株予約権の発行自体は行われないため、株主の皆様の有する当社株式に係る法的権

利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。 

　また、当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合においても、株主の皆様

が保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの、保有する当社株式全体の経済的価値の希

釈化は生じず、株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与える

ことは想定しておりません。 

　ただし、大量買付者につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利または経済的利益に何らか

の影響が生じる場合があります。

 

４. 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　本対応策は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって、平成24年６月28日開

催の第51回定時株主総会において、株主の皆様のご承認の下、更新されたものです。本対応策は、買収提案の内容

が当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがあるものであることを理由として対抗措置を発動するた

めには、大量買付者が本対応策に定める手続を遵守しなかった場合を除き、必ず、株主総会による承認を得ること

が必要であることから、取締役会の恣意的な判断による対抗措置の発動を防止する仕組みが確保されています。

また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止することができるもので

す。当社取締役会は、以上の理由により、本対応策は基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益を損なう

ものでなく、かつ当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

　

(4）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、194百万円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 62,400,000

計 62,400,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８月８日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 20,232,897 同左　　
東京証券取引所

（市場第一部）

権利内容に何ら、限定のない

当社における標準となる株式

であり、単元株式数は100株で

あります。

計 20,232,897 同左　　 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成25年４月１日～
平成25年６月30日

－ 20,232,897 － 8,080,454 － 2,020,114

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成25年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　 5,848,900
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　14,368,600 143,686 －

単元未満株式 普通株式　　　15,397 － －

発行済株式総数 20,232,897 － －

総株主の議決権 － 143,686 －

　　（注）１　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株（議決権の数1個）含まれて

おります。

２　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式及び証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ46株及び20

株含まれております。

　

②【自己株式等】

 平成25年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

（自己保有株式）

株式会社エンプラス

埼玉県川口市並木

２－30－１　
5,848,900 － 5,848,900 28.91

計 － 5,848,900 － 5,848,900 28.91

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成

25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
　(1)【四半期連結貸借対照表】　

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,388,873 15,113,146

受取手形及び売掛金 ※1
 6,267,226

※1
 7,271,007

有価証券 2,999,973 3,800,000

製品 609,385 696,180

仕掛品 619,655 540,017

原材料及び貯蔵品 583,387 601,468

その他 2,705,454 2,538,606

貸倒引当金 △7,210 △7,373

流動資産合計 27,166,745 30,553,053

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,533,947 3,530,334

機械装置及び運搬具（純額） 2,572,232 2,756,269

土地 2,692,924 2,697,176

その他（純額） 1,444,558 1,341,154

有形固定資産合計 10,243,663 10,324,934

無形固定資産

ソフトウエア 492,505 458,131

その他 59,472 85,430

無形固定資産合計 551,977 543,561

投資その他の資産 ※2
 699,082

※2
 801,756

固定資産合計 11,494,723 11,670,252

資産合計 38,661,469 42,223,306

EDINET提出書類

株式会社エンプラス(E02390)

四半期報告書

11/20



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,560,338 1,722,266

1年内返済予定の長期借入金 199,992 199,992

未払法人税等 645,004 519,104

賞与引当金 422,432 231,634

役員賞与引当金 135,749 38,152

その他 1,496,161 1,840,584

流動負債合計 4,459,678 4,551,734

固定負債

長期借入金 500,020 450,022

退職給付引当金 10,425 11,068

役員退職慰労引当金 14,677 15,785

その他 31,458 84,271

固定負債合計 556,581 561,147

負債合計 5,016,259 5,112,881

純資産の部

株主資本

資本金 8,080,454 8,080,454

資本剰余金 10,190,269 10,271,931

利益剰余金 24,069,974 26,988,718

自己株式 △8,361,816 △8,217,383

株主資本合計 33,978,882 37,123,721

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 53,583 75,018

為替換算調整勘定 △546,152 △214,067

その他の包括利益累計額合計 △492,568 △139,049

新株予約権 132,664 98,590

少数株主持分 26,231 27,162

純資産合計 33,645,209 37,110,424

負債純資産合計 38,661,469 42,223,306
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 6,068,040 10,960,674

売上原価 3,581,640 4,827,337

売上総利益 2,486,400 6,133,337

販売費及び一般管理費 1,650,187 2,039,341

営業利益 836,212 4,093,996

営業外収益

受取利息 8,234 5,981

受取配当金 7,000 7,177

為替差益 － 51,215

スクラップ売却益 24,097 45,450

その他 20,838 18,714

営業外収益合計 60,170 128,539

営業外費用

固定資産賃貸費用 6,079 6,279

為替差損 79,914 －

その他 2,229 4,457

営業外費用合計 88,223 10,737

経常利益 808,159 4,211,798

特別利益

固定資産売却益 1,780 9,751

特別利益合計 1,780 9,751

特別損失

固定資産売却損 590 878

特別損失合計 590 878

税金等調整前四半期純利益 809,349 4,220,671

法人税、住民税及び事業税 192,280 631,110

法人税等調整額 23,356 382,058

法人税等合計 215,637 1,013,169

少数株主損益調整前四半期純利益 593,711 3,207,502

少数株主利益 372 1,079

四半期純利益 593,339 3,206,423
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 593,711 3,207,502

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △45,691 21,434

為替換算調整勘定 △376,118 333,376

その他の包括利益合計 △421,810 354,811

四半期包括利益 171,901 3,562,313

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 172,628 3,559,942

少数株主に係る四半期包括利益 △727 2,371
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

　該当事項はありません。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連

結会計期間末日残高に含まれております。

　
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

受取手形 38,797千円 35,354千円
　
　　

※２  資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

投資その他の資産 43,442千円 21,000千円

　

　３　当社は資金調達の効率化を図るため、複数の取引銀行と当座貸越契約を締結しています。

　　　これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

　
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

当座貸越極度額 5,000,000千円 5,000,000千円

借入実行残高 － －

差引額 5,000,000 5,000,000

　

（四半期連結損益計算書関係）

　該当事項はありません。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日）

減価償却費 423,767千円 666,547千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年６月30日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）　

１株当たり
配当額
（円）　

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月31日

取締役会
普通株式 246,259 17.5平成24年３月31日平成24年６月８日 利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年６月30日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）　

１株当たり
配当額
（円）　

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月31日

取締役会
普通株式 287,679 20.0平成25年３月31日平成25年６月７日 利益剰余金

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)　　

　 エンプラ事業 半導体機器事業　 オプト事業 合計

　売上高 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 2,804,574 1,337,148 1,926,317 6,068,040

　セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － －

　計 2,804,574 1,337,148 1,926,317 6,068,040

　セグメント利益又は損失（△） △86,637 133,135 789,715 836,212

　(注)セグメント利益は、四半期連結損益計算書上の営業利益となります。

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)　　

　 エンプラ事業 半導体機器事業　 オプト事業 合計

　売上高 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 3,037,456 1,698,396 6,224,82110,960,674

　セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － －

　計 3,037,456 1,698,396 6,224,82110,960,674

　セグメント利益 146,266 347,128 3,600,600 4,093,996

　(注)セグメント利益は、四半期連結損益計算書上の営業利益となります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下

のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 42円16銭 222円20銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額（千円） 593,339 3,206,423

普通株主に帰属しない金額（千

円）
－ －

普通株式に係る四半期純利益金額

（千円）
593,339 3,206,423

普通株式の期中平均株式数（株） 14,071,970 14,430,441

(2）潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益金額
41円65銭 218円51銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 173,029 243,335

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり四半期純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式で、前

連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

－ －

　　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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２【その他】

　平成25年５月31日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。 

(イ）配当金の総額………………………………………287百万円 

(ロ）１株当たりの金額…………………………………20円00銭 

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成25年６月７日 

　（注）　平成25年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成25年８月７日

株式会社エンプラス

取締役会　御中
 

有限責任監査法人　トーマツ

 

 
指定有限責任
社員
業務執行社員

 公認会計士 日　　下　　靖　　規　　㊞

 

 
指定有限責任
社員
業務執行社員

 公認会計士 石　　川　　喜　　裕　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エンプラ
スの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平
成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連結
財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期
レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任　
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結
論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して
四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、
分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論　
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エンプラス及び連結子会社の平成25年６月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重
要な点において認められなかった。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　上
　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。
２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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